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 （参 考） 

平成３０年度地方債計画について 

 

平成３０年度地方債計画については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不

足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が公共施設等の適正管理、防災・減災対

策及び地域の活性化への取り組みを着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図るこ

ととするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額についてそ

の全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて

策定している。 

 

１ 通常収支分 
 

(1) 概況 

総額は１１兆６，４５６億円となり、前年度に比べて１９９億円、０．２％の増となっ

ている。 

このうち、普通会計分は９兆２，１８６億円で、前年度に比べて２７９億円、０．３％

の増、公営企業会計等分は２兆４，２７０億円で、前年度に比べて８０億円、０．３％の

減となっている。 

 

(2) 臨時財政対策債の発行 

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債３兆 

９，８６５億円（前年度に比べて５８７億円、１．５％の減）を計上している。 

 

(3) 公共施設等の適正管理の推進 

地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設

等適正管理推進事業において、長寿命化に係る事業の対象を拡大するとともに、ユニバ

ーサルデザイン化に係る事業を加えることとし、４，３２０億円を計上している。 

 

(4) 過疎対策事業の推進 

公共施設の適正管理を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、４，６００

億円を計上している。 

 

(5) 緊急防災・減災事業の推進 

地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、 

緊急防災・減災事業を５，０００億円計上している。 
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(6) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進 

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進す

ることとし、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。 

 

(7) 公営企業会計の適用の推進 

地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、公営企業会計の適用に 

要する経費について、公営企業債の対象とすることとし、所要額を計上している。 

     

(8) 地方債資金の確保 

公的資金については、前年度と同程度の公的資金を確保するとともに、民間等資金に 

ついては、その円滑な調達を図るため、市場公募地方債の発行を引き続き推進すること

としている。 

 

(9) 財政融資資金の償還期間の延長等 

① 辺地対策事業（義務教育諸学校施設）について、１０年以内（うち据置２年以内）

を２５年以内（うち据置３年以内）に延長することとしている。 

② 過疎対策事業（義務教育諸学校及び高等学校施設）について、１２年以内（うち据

置３年以内）を２５年以内（うち据置３年以内）に延長することとしている。 

③ 防災対策事業（自然災害防止事業）について、財政融資資金を配分することとして

いる。 

※ ①及び②は利率見直し方式による貸付について適用される。 

 

(10) 地方公共団体金融機構資金の確保等 

① 地方公共団体金融機構資金について、地方公共団体金融機構法（平成１９年法律第

６４号）附則第２５条に基づく地方公共団体金融機構の業務の在り方全般に関する検

討結果を踏まえ、現行の枠組みの下で、引き続き所要額を確保することとしている。 

② 過疎対策事業（簡易水道施設及び下水道処理施設）について、地方公共団体金融機

構資金を配分することとしている。 

 

 

２ 東日本大震災分 
 

(1) 概況 

復旧・復興事業として総額５３億円を計上している。 

 

(2) 地方債資金の確保 

東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとし

ている。 
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（参考１）通常分・特別分の状況 

（単位：億円、％）    

区 分 
平成３０年度 

(A) 

平成２９年度 

(B) 

増 減 額 

(A)-(B) (C) 

増 減 率 

(C)/(B)×100 

普通会計分 

通  常  分 

特 別 分 

臨時財政対策債 

財 源 対 策 債 

退 職 手 当 債 

調 整 

９２，２１８  

４３，５５３  

４８，６６５  

３９，８６５  

７，９００  

８００  

１００  

９２，０６８  

４２，８１６  

４９，２５２  

４０，４５２  

７，９００  

８００  

１００  

１５０  

７３７  

△  ５８７  

△  ５８７  

０  

０  

０  

０．２  

１．７  

△  １．２  

△  １．５  

０．０  

０．０  

０．０  

公営企業会計等分 ２４，２９１  ２４，３７７  △   ８６  △  ０．４  

総   計 

通 常 分  

特 別 分  

１１６，５０９  

６７，８４４  

４８，６６５  

１１６，４４５  

６７，１９３  

４９，２５２  

６４  

６５１  

△  ５８７  

０．１  

１．０  

△  １．２  
 

（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。 

 

 

（参考２）地方債資金の構成内訳 

（単位：億円、％）     

区       分 

平成３０年度計画 平成２９年度計画 差 引 増 減 率 

(A) 

構成比 

(B) 

構成比 

 

(A)-(B) 

(C) 

 

(C)/(B) 

×100 

公 的 資 金 

財 政 融 資 資 金 

地方公共団体金融機構資金 

（国の予算等貸付金） 

民 間 等 資 金 

市 場 公 募 

銀 行 等 引 受 

45,901  

28,102  

17,799  

(  280) 

70,608  

38,200  

32,408  

39.4 

24.1 

15.3 

- 

60.6 

32.8 

27.8 

46,797  

 28,680  

 18,117  

(   271) 

69,648  

38,200  

31,448  

40.2 

24.6 

15.6 

- 

59.8 

32.8 

27.0 

△ 896  

△ 578  

△ 318  

(  9) 

960  

0  

960  

△ 1.9  

△ 2.0  

△ 1.8  

(  3.3) 

1.4  

0.0  

3.1  

合       計 116,509  100.0 116,445  100.0 64  0.1  
 

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆 8,800億円（前年度比 1,700 億円、2.5％増） 

を予定している。 

２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源 

とするものであって合計には含めていない。 
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公共施設等の老朽化対策をはじめ適正管理を推進するため「公共施設等適正管
理推進事業費」について、地方財政計画の計上額を増額するとともに、地方財政
措置を拡充

公共施設等の適正管理の推進

対 象 事 業 充当率 交付税措置率

① 集約化・複合化事業

・ 延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業
９０％ ５０％

② 長寿命化事業 【拡充】

【公共用建物】

・ 施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業

【社会基盤施設】

・ 所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業

（道路、農業水利施設、河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、
治山施設、港湾施設、漁港施設、農道）

９０％

３０％

↓

財政力に応じて
３０～５０％

【拡充】

③ 転用事業

・ 他用途への転用事業

④ 立地適正化事業

・ コンパクトシティの形成に向けた事業

⑤ ユニバーサルデザイン化事業 【新規】

・ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業

・ 公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

⑥ 市町村役場機能緊急保全事業

・ 昭和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の
市町村の本庁舎の建替え事業等

９０％
交付税措置対象分

７５％の３０％

⑦ 除却事業 ９０％ ―

２．地方財政措置の拡充

○ 「公共施設等適正管理推進事業債」の対象事業及び地方交付税措置の拡充

対象を追加

○ 「公共施設等適正管理推進事業費」を増額（㉙３，５００億円 → ㉚４，８００億円）

※ このほか、公共施設等適正管理推進事業の進捗に伴い増加が見込まれる公共
施設等の維持補修に要する経費を増額（２５０億円）

１．地方財政計画の計上

※ 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画等に位置づけられた事業が対象
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市場公募地方債 ３兆８，２００億円

（地方債計画総額に占める割合 ㉙ 32.8％ → ㉚ 32.8％）

平成30年度市場公募地方債について

市場公募地方債の発行を引き続き推進する。

【地方債計画計上額】

⑴ 全国型市場公募地方債 3兆7,700億円（㉙ 3兆7,200億円）

⑵ 住民参加型市場公募地方債 500億円（㉙ 1,000億円）

〈参考1〉平成30年度市場公募地方債発行予定額（借換分を含む）

合計 6.9兆円程度（㉙ 6.7兆円程度）

全国型市場公募地方債 6.8兆円程度（㉙ 6.6兆円程度）

10年債 4.0兆円程度（㉙ 4.3兆円程度）

共同発行分 1.2兆円程度（㉙ 1.2兆円程度）

個別発行分 2.8兆円程度（㉙ 3.2兆円程度）

中期債（5年債等） 1.4兆円程度（㉙ 1.2兆円程度）

超長期債（20年債及び30年債等） 1.5兆円程度（㉙ 1.1兆円程度）

住民参加型市場公募地方債 500億円程度（㉙ 1,000億円程度）

（注1）上記数値は、表示数値未満を四捨五入したものであるので、合計と一致しない場合がある。

（注2）上記の発行予定額は変更される可能性がある。

（注3）平成29年度の数値は平成29年度計画ベースの数値。

〈参考2〉市場公募地方債の地方債計画（当初）計画額推移

（単位；兆円）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

市場公募地方債 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.8 3.8

地方債計画総額に
占める割合

27.0％ 30.6％ 31.6％ 32.4％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％

10




	⓪H30計画鑑（クレあり、連絡先あり）
	①地方債計画
	②文章編
	③PRペーパー(適正管理債)
	④PRペーパー(市場公募資金)
	空白ページ
	空白ページ



